
　
三

　
二

　
一

第
二
号
様
式
（

第
六
条
関
係
）

銃
砲
登
録
原
票

　
（

用
紙
の
規
格
は
、

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
）

（

一
面
）

番

号

担
当
登
録
審
査

委
員
の
氏
名

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

　
　
令
和
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

発

見

届

出

種

別

構

造

前
装
（

さ
き
ご
め
式
）

後
装
（

あ
と
ご
め
式
）

全

長

銃

身

長

口

径

銘

文

年

号

製

造

国

名

そ

の

他

の

特

徴

製

造

・

伝

来

の

客

観

的

資

料

等

備

考

国
宝
、

重
要
文
化
財
、

重
要
美
術
品
、

偽
銘
、

研
究
品

登

録

記

号

番

　
　
号

登

　
録

年

月

日

　
登
録
記
号
番
号
の
欄
の
記
号
は
、

登
録
の
事
務
を
行
つ
た
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
（

当
該
都
道
府
県
が
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
を
含
む
。

第
二
号
の
二
様
式
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
所
在
す
る
都
道
府
県
名
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

　
種
別
、

構
造
及
び
備
考
の
欄
は
、

該
当
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、

〇
印
で
囲
み
、

該
当
の
も
の
以
外
に
記
入
す
べ
き
事
項
が
あ
る
場
合
に

は
、

当
該
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

　
登
録
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
資
料
等
が
あ
る
場
合
は
、

製
造
・
伝
来
の
客
観
的
資
料
等
の
欄
へ
の
記
入
に
代
え
て
、

当
該
資
料
等
を
添
付
す

る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
も
の
と
す
る
。

火
縄
式
銃
砲
、

火
打
ち
石
式
銃
砲
、

管
打
ち
式
銃
砲
、

紙
薬
包
式
銃
砲
、

ピ
ン
打
ち
式
（

か
に
目
式
）

銃
砲
、

そ
の
他
（

　
　
　
　
）

令
和
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
署

　
記
載
上
の
注
意

　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル

　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル

　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル



（

二
面
）

機関部

写　　　真
貼り付け欄

銘文その他の特徴

写　　　真
貼り付け欄

（

三
面
）

右側面

写　　　真
貼り付け欄

左側面

写　　　真
貼り付け欄



備
考

記
載
上
の
注
意
　
備
考
の
欄
に
は
、
登
録
証
の
再
交
付
、
返
納
、
銃
砲
の
貸
付
け
又
は
保
管
の
委
託
等
の
事
情
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
四
面
）

欄 更 変 者 有 所

住
　
　
所
　
　
及
　
　
び
　
　
氏
　
　
名

変
　
　
更
　
　
年
　
　
月
　
　
日

登

録

申

請

者

住

所

及

び

氏

名

備
　
考　

本
様
式
の
作
成
に
代
え
て
、
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
本
様
式
の
記
載
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を
記
録
し
た
デ
ィ

ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
る
記
録
を
行
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
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